
農林水産省の支援施策等

令 和 ７ 年 ４ 月 2 8 日



■ 食品産業の国内生産額は約１００兆円。国産農産物の主要な仕向け先として、食料の安定供給や地域経済の維持発展
において重要な役割を担うとともに、我が国の食生活の豊かさを支えている。

■ 東海地方では、生菓子、パン、めん類などの食品製造業が集積しており、出荷額は約３兆円（2020年）で全国に占め
る割合は８．７％（愛知県は全国５位）。

■ 食品産業の健全な発展を図るため、改正食料・農業・農村基本法（令和６年６月５日施行）等に基づき、原材料調達の安
定化など食品等の持続的な供給のための取組を促進するとともに、輸出拡大や事業の海外展開により「海外から稼ぐ
力」を強化。
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（食品産業の健全な発展）
第20条 国は、食品産業が食料の供給において果たす役割の重要性に鑑み、その健全な発展を図るため、環境への負荷の低減及び資源の有効利
用の確保その他の食料の持続的な供給に資する事業活動の促進、事業基盤の強化、円滑な事業承継の促進、農業との連携の推進、流通の合理
化、先端的な技術を活用した食品産業及びその関連産業に関する新たな事業の創出の促進、海外における事業の展開の促進その他必要な施
策を講ずるものとする。

（農産物の輸出の促進）
第22条 国は、農業者及び食品産業の事業者の収益性の向上に資するよう海外の需要に応じた農産物の輸出を促進するため、輸出を行う産地
の育成、農産物の生産から販売に至る各段階の関係者が組織する団体による輸出のための取組の促進等により農産物の競争力を強化すると
ともに、市場調査の充実、情報の提供、普及宣伝の強化等の輸出の相手国における需要の開拓を包括的に支援する体制の整備、輸出する農産
物に係る知的財産権の保護、輸出の相手国とのその相手国が定める輸入についての動植物の検疫その他の事項についての条件に関する協議
その他必要な施策を講ずるものとする。

食料・農業・農村基本法（平成１１年法律第106号）(抄)

農業・食品関連産業の国内生産額（2022年） ※概算
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○東海農政局では、「稼げる輸出」の実現・拡大を図るため、管内の輸出振興に関わる
   諸機関と連携した東海地域（岐阜県、愛知県、三重県）の新たな輸出サポート体制
「東海GFP」を構築・運営。

○農林水産物・食品の輸出に取り組む生産者や食品製造業者等を対象に、輸出診断や課題解決に向けた専門家
派遣、セミナー・商談会の実施など、現場に密着したきめ細やかな支援を実施。
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東海地域における農林水産物・食品輸出プロジェクト（東海GFP）

東海GFPの活動内容

輸出診断＆フォローアップ

セミナー・商談会等マッチング機会の創出

管内輸出支援機関の情報共有

農林水産本省が推進する農林水産物・食品輸出プロジェクト（GFP：Global Farmers / Fishermen / Foresters 
/ Food Manufacturers Project）とも連携し、輸出に取り組む東海地域の事業者を対象として輸出診断を実施。
その後も必要に応じ、課題解決に向けた専門家の派遣等、伴走型のフォローアップを実施。

輸出拡大に向けた商流構築につなげるため、事業者の経験に応じたセミナーを
開催するとともに、国内商社や海外バイヤーとの商談機会を提供。
令和６年度はセミナーを７回、国内商社との商談会を２回、海外バイヤー招聘商
談会を１回開催。

東海3県の行政機関、輸出支援の専門機関、JAグループ、商工会連合会、地域の商社・金融機関、輸出関連団体など
輸出振興に関わる関係機関で構成される支援体制（輸出支援ネットワーク）を構築。輸出に取り組む東海地域の事業
者が抱える課題や輸出支援事例の共有等を通じて、支援活動の質の向上を図る。
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